
新旧対照表

改定前 改定後 備考
３．（利息）
（１）～（３）略

（４）当行がやむをえないものと認めてこの預金を満期日前に解約する場合には、
その利息 （以下、「期日前解約利息」といいます。）は、預入日（継続をしたときは
最後の継続日）から解約日の前日までの日数（以下、「預入日数」といいます。）お
よび次のＡおよびＢの算式により計算した利率（小数点第4位以下は切り捨てま
す。ただし、Ｂの算式により計算した利率が0％を下回るときは0％とします。）のう
ち、いずれか低い利率によって計算し、この預金ととともに支払います。
（以下　略）

（５）略

３．（利息）
（１）～（３）略

（４）この預金を第4条第1項により満期日前に解約する場合には、その利息 （以
下、「期日前解約利息」といいます。）は、預入日（継続をしたときは最後の継続
日）から解約日の前日までの日数（以下、「預入日数」といいます。）および次のＡ
およびＢの算式により計算した利率（小数点第4位以下は切り捨てます。ただし、Ｂ
の算式により計算した利率が0％を下回るときは0％とします。）のうち、いずれか
低い利率によって計算し、この預金ととともに支払います。
（以下　略）

（５）略

下線部変更

４．（預金の解約、書替継続）
この預金を解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印
章（または署名）により記名押印（または署名）して通帳とともに取引店に提出して
ください。証書の場合は裏面の受取欄に届出の印章（または署名）により記名押
印（または署名）して取引店に提出してください。また、リーフ口の場合は当行所定
の払戻請求書に届出の印章（または署名）により記名押印（または署名）して取引
店に提出してください。

４．（預金の解約、書替継続）
（１）この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約する
ことはできません。

（２）この預金を解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出
の印章（または署名）により記名押印（または署名）して通帳とともに取引店に提出
してください。証書の場合は裏面の受取欄に届出の印章（または署名）により記名
押印（または署名）して取引店に提出してください。また、リーフ口の場合は当行所
定の払戻請求書に届出の印章（または署名）により記名押印（または署名）して取
引店に提出してください。
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新旧対照表

●　大口定期預金規定

改定前 改定後 備考
３．（利息）
（１）～（３）略

（４）当行がやむをえないものと認めてこの預金を満期日前に解約する場合には、
その利息 （以下、「期日前解約利息」といいます。）は、預入日から解約日の前日
までの日数（以下、「預入日数」といいます。）および次のＡおよびＢの算式により
計算した利率（小数点第4 位以下は切り捨てます。ただし、Ｂの算式により計算し
た利率が0％を下回るときは0％とします。）のうち、いずれか低い利率によって計
算し、この預金ととともに支払います。
（以下　略）

（５）略

３．（利息）
（１）～（３）略

（４）この預金を第4条第1項により満期日前に解約する場合には、その利息 （以
下、「期日前解約利息」といいます。）は、預入日（継続をしたときは最後の継続
日）から解約日の前日までの日数（以下、「預入日数」といいます。）および次のＡ
およびＢの算式により計算した利率（小数点第4位以下は切り捨てます。ただし、Ｂ
の算式により計算した利率が0％を下回るときは0％とします。）のうち、いずれか
低い利率によって計算し、この預金ととともに支払います。
（以下　略）

（５）略

下線部変更

４．（預金の解約）
この預金を第1条（預金の支払時期）の満期日自動解約以外の方法で解約すると
きは、通帳の場合は当行所定の払戻請求書に届出の印章（または署名）により記
名押印（または署名）して通帳とともに取引店に提出してください。証書の場合は
裏面の受取欄に届出の印章（または署名）により記名押印（または署名）して取引
店に提出してください。また、リーフ口の場合は当行所定の払戻請求書に届出の
印章（または署名）により記名押印（または署名）して取引店に提出してください。

４．（預金の解約）
（１）この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約する
ことはできません。

（２）この預金を第1条（預金の支払時期）の満期日自動解約以外の方法で解約す
るときは、通帳の場合は当行所定の払戻請求書に届出の印章（または署名）によ
り記名押印（または署名）して通帳とともに取引店に提出してください。証書の場合
は裏面の受取欄に届出の印章（または署名）により記名押印（または署名）して取
引店に提出してください。また、リーフ口の場合は当行所定の払戻請求書に届出
の印章（または署名）により記名押印（または署名）して取引店に提出してくださ
い。
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